
労働者の健康障害防止措置１

剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意してい
ただきたい事項 令和６年３月15日改訂

（１）塗膜の有害性による健康障害を防止するための標準的な手順
（２）ブラスト工法（サンドブラスト等）を用いる場合のばく露防止措置
（３）パルスレーザー照射機器を用いた工法を用いる場合のばく露防止措置

主な項目

ヒュームの拡散の防止についてより確実に取り組んでいただく
ため、塗膜のヒュームが拡散しないよう照射部分に覆いを付け
る、除じん性能を有するパルスレーザー照射器を使用するなど
の工夫を講じてください。

参考資料２

参考資料②：参考資料①のうち、「剥離剤等を用いず乾式により剥離等
作業を行う場合において注意していただきたい事項」について、一部文
言を追加する改訂がありました。

参考資料①：厚生労働省HPの「個別分野の化学物質
対策について」のページに「剥離剤を使用した塗料
の剥離作業における労働災害防止について」という
項目で通達一式が、掲載されています。

参考資料③：
橋梁塗膜除去工事や石綿除去工
事などを行う作業者に剥離剤に
よる中毒が多発しています！
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